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社協だより ◆ ゆめ

「社協だよりゆめ」は共同募金の配分金で印刷されています
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●発行・編集●

岡谷市社会福祉協議会
〒 394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50
☎ 24-2121
蕭 24-3555

＊
ホームページアドレス

www.okaya-shakyo.or.jp
＊

メールアドレス
info@okaya-shakyo.or.jp

みんなで築く
　みんなの福祉
　　みんなの未

（あした）

来

スローガン

社協だより

ゆめ
－No.242－

主 な 内 容

　岡谷市社会福祉協議会は、全市民の皆様を会員として位置づけ、すべての会員が安心し
て地域で暮らせるよう、「みんなで築く、みんなの福祉、みんなの未来（あした）」をメイ
ンテーマに掲げ、地域住民と共に福祉活動を行っている団体です。
　皆様からいただく会費は、岡谷市社会福祉協議会唯一の自主財
源として、各種事業に有効に活用させていただきます。
　また、納入いただいた会費の約半分は、それぞれの地
域に還元させていただいており、区や地区社協の事業に
活用していただいております。
　本年度も社協事業の主旨をご理解いただき、より一層
のご協力をよろしくお願いします。

岡谷市社会福祉協議会　令和元年度　会費ご協力のお願い
　会 費 募 集 期 間　　７月1 日（月）　～　８月３0 日（金）　

会費の種類
　◆一般会費　　年額　１，０００円
　◆賛助会費　　年額　２，０００円以上

一般会費は
1,000 円の内 300円
賛助会費は
2,000円の内900円
が直接地区へ還元さ
れています！

【市社協の事業】
◯法人運営
◦�社協だより「ゆめ」の
発行
◦社会福祉大会費用
◦�地域福祉活動への支援
事業
◦�生活福祉資金／助け合
い資金貸付
◯�福祉コミュニティ活動
事業

◦�地域サポートセンター
設置促進
◦家庭介護者交流事業
◦�育児ファミリーサポー
トセンター事業
◦�まゆっこサポート事業
（家事援助）
◦�車いす移送車レンタカ
ー事業

◯ボランティア事業
◦�ボランティアセンター
の運営
◯支援相談事業
◦心配ごと相談
◦�結婚相談／ハートリー
フ事業
◦�成年後見支援センター
事業等

法人運営
38%

地区社協
還元金
36%

福祉コミュニティ
活動事業 3%

ボランティア
事業 2%

支援相談事業 5%
地区社協基盤強化
等助成金 16%

【地区社協の事業】
◦地区会食会／昼食会
◦配食サービス
◦地区社協だより発行
◦世代間交流事業
◦ふれあいいきいきサロン
◦敬老会事業
◦地区福祉ニーズ対応事業
　（福祉推進員設置）
◦地域福祉推進会議
◦各種研修会等

平成30年度会費は、下図のとおり活用させていただきました。

社協会費は福祉のまちづくりのための貴重な財源となっています。
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最近耳にするようになった「成年後見制度」ですが、「よく分からない」という人が多いのでは
ないでしょうか。2019 年 4 月には、新たな相談窓口として「岡谷市成年後見支援センター」が
開所しています。この機会に、制度の内容やセンターについて知っていただく機会として研修会
を開催します。ぜひご参加ください。

日時　7 月 6 日（土）　午後 1 時 30 分～午後 3 時
会場　おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）大会議室
講師　岡谷市成年後見支援センター 職員

「成年後見制度ってなに？？」
おかやボランティア連絡協議会研修会

参加費：無料、申込み不要
どなたでもお気軽にご参加ください

障がい者等用駐車場は、様々な事情により歩行が困難な方がいつでも駐車できるためのスペースです。
歩行困難な方も利用しやすい駐車場にすることで、誰もが気持ちよく外出できる、福祉のまちづくりを
推進しましょう。

公共施設や店舗など様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、
障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、県内共通の「利用証」を県が交付する
制度です。

ご存知ですか？　信州パーキング・パーミット制度
岡谷市障害者福祉推進実行委員会からのお知らせ

利用証
▼車いす使用者

車いす使用者優先駐車区画
（既存の車いすマークの駐車区画）

▲案内表示3.5m 以上

利用証
▼車いす使用者以外

障がい者等優先駐車区画
（既存の出入口付近の通常区画）

通常
2.5m
程度

▲案内表示

福祉機器リサイクル事業からのお知らせ
ポータブルトイレと介護用ベッドをお譲りします。
詳しくは社協ホームページを御覧ください。


